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議
会
で
は
、
令
和
３
年
12
月

議
会
か
ら
今
議
会
ま
で
の
計
８

回
に
わ
た
り
一
般
質
問
で
「
帯

状
疱
疹
ワ
ク
チ
ン
接
種
助
成
」

を
望
む
声
が
あ
り
ま
し
た
。
令

和
５
年
８
月
に
は
栗
原
市
医
師

会
か
ら
「
高
齢
者
の
帯
状
疱
疹

ワ
ク
チ
ン
接
種
費
用
へ
の
助
成

制
度
の
創
設
を
求
め
る
要
望

書
」
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

議
論
の
中
で
は
、「
市
立
病

院
や
、
診
療
所
に
お
い
て
接
種

で
き
る
体
制
を
整
え
る
」
ま
た
、

「
前
向
き
に
検
討
し
て
い
く
」

と
の
回
答
で
あ
り
ま
し
た
が
、

〝
つ
い
に
叶か

な

い
〟
令
和
６
年
度

の
一
般
会
計
予
算
と
し
て
計
上

と
な
り
、
地
域
の
健
康
増
進
に

向
け
て
接
種
助
成
は
、
重
要
な

取
り
組
み
す
。

　

議
会
は
住
民
の
福
祉
と
安
全

安
心
を
考
え
、
積
極
的
に
提
案

し
て
い
き
ま
す
。

　

他
２
件
の
助
成
事
業
に
つ

い
て
可
決
し
ま
し
た
。

◎
骨
髄
バ
ン
ク
ド
ナ
ー
助
成

　

１
日
２
万
円
の
７
日
間
を

上
限
に
、
骨
髄
提
供
を
行
う

個
人
に
対
す
る
経
費
軽
減
、

賃
金
補ほ

填て
ん

を
し
ま
す
。

◎
高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ

ン
未
接
種
者
フ
ォ
ロ
ー
助
成

　

65
歳
か
ら
１
０
０
歳
ま
で

の
５
歳
刻
み
の
単
位
で
時
限

措
置
で
お
こ
な
っ
て
き
た
定

期
接
種
が
、
令
和
６
年
度
以

降
は
65
歳
の
み
が
対
象
と
な

り
ま
す
。

　

令
和
６
年
度
の
み
、
未
接

種
の
人
に
対
し
て
費
用
の
一

部
を
助
成
し
ま
す
。

　

帯
状
疱
疹
は
多
く
の
人
が
、

子
ど
も
の
時
に
感
染
す
る
水
ぼ

う
そ
う
の
ウ
イ
ル
ス
が
原
因
で

起
こ
り
ま
す
。

　

50
歳
以
上
で
発
症
し
た
人
の

約
２
割
は
３
カ
月
以
上
痛
み
が

続
き
、
改
善
さ
れ
な
い
場
合
も

あ
り
ま
す
。

　

合
併
症
が
で
る
こ
と
や
、
重

症
化
す
る
と
視
力
の
低
下
や
失

明
、
顔
面
神
経
麻
痺
な
ど
の
重

い
後
遺
症
が
残
る
可
能
性
も
あ

り
ま
す
。

　

疲
労
や
ス
ト
レ
ス
な
ど
も
き

っ
か
け
に
な
り
、
体
の
一
部
に

赤
い
発
疹
が
で
て
き
て
、
痛
み

が
あ
り
、
治
っ
た
後
で
も
痛
み

が
続
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
加

齢
な
ど
に
よ
る
免
疫
力
の
低
下

が
、
発
症
の
原
因
で
す
。
特
に

50
代
か
ら
発
症
率
が
高
く
な
り
、

80
歳
ま
で
に
約
３
人
に
１
人
が

発
症
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
定
例
議
会
の
都
度
に
各
議
員
か
ら
、
市
長
に
対
す
る

一
般
質
問
で
「
帯
状
疱
疹
ワ
ク
チ
ン
接
種
助
成
」
を
求
め
る
意
見

が
繰
り
返
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

〝
つ
い
に
叶か

な

い
〟、
令
和
６
年
度
の
一
般
会
計
の
当
初
予
算
に
ワ
ク

チ
ン
接
種
の
助
成
費
と
し
て
７
０
５
万
円
が
計
上
さ
れ
ま
し
た
。

「
つ
い
に
叶
う
」 

市
民
の
声

追　跡

帯
状
疱
疹
ワ
ク
チ
ン
接
種
助
成

病院内に掲示されているポスター

帯
状
疱
疹
と
は

助
成
事
業

ほ
か
２
件

生ワクチン 不活化ワクチン
２種類のワクチン

市ではどちらを受けても

１回  5,000円助成

１回 7,000 円～
10,000 円

１回 20,000 円～
30,000 円　2回接種

ひ
と
く
ち
メ
モ

追跡追跡
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議
会
は
、
人
口
減
少
な
ど
に
伴
い
議
員
定
数
の
あ
り
方
、
議
会
基
本
条
例
の
検
証
な
ど
の
課
題
を

抱
え
、
こ
れ
ま
で
の
議
会
活
動
を
全
体
的
に
検
証
す
る
と
と
も
に
、
議
会
と
し
て
総
合
的
に
調
査
・

研
究
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
議
員
全
員
（
議
長
を
除
く
）
に
よ
る
「
栗
原
市
議
会
の
あ
り

方
調
査
特
別
委
員
会
」（
以
下
、
特
別
委
員
会
）
を
３
月
11
日
に
設
置
し
ま
し
た
。

■
１
月
26
日

　

各
会
派
の
議
会
改
革
に
対
す

る
考
え
方
を
調
査
。

■
２
月
14
日

　

各
会
派
の
議
会
改
革
の
優
先

順
位
を
決
定
。

■
２
月
27
日

　

各
会
派
お
よ
び
無
会
派
の
議

会
改
革
を
集
計
。

　

議
会
改
革
の
進
め
方
を
協
議
。

　

特
別
委
員
会
は
、
２
つ
の
小

委
員
会
を
構
成【
左
図
を
参
照
】

し
、
そ
れ
ぞ
れ
調
査
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

第
１
小
委
員
会

　
「
議
員
定
数
」
と
「
議
会
選

出
監
査
委
員
の
選
出
方
法
」

第
２
小
委
員
会

　
「
議
会
基
本
条
例
の
検
証
」

と
「
会
派
の
あ
り
方
」

　

議
会
は
こ
れ
ま
で
、
平
成
21

年
10
月
に
議
会
改
革
調
査
特
別

委
員
会
を
設
置
し
、
議
会
改
革

お
よ
び
議
会
活
動
の
活
性
化
に

つ
い
て
調
査
を
行
い
、
平
成
23

年
12
月
に
は
議
会
の
最
高
規
範

と
し
て
「
栗
原
市
議
会
基
本
条

例
」
を
制
定
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
平
成
29
年
10
月
に
は

議
会
の
あ
り
方
調
査
特
別
委
員

会
を
設
置
し
、
議
員
定
数
を
26

人
か
ら
２
人
減
の
24
人
に
見
直

す
な
ど
、
議
会
活
動
を
お
こ
な

っ
て
き
ま
し
た
。

　

議
員
の
任
期
は
あ
と
１
年
あ

ま
り
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
会
派

代
表
者
会
議
【
下
段
の
特
別
委

員
会
設
置
の
動
き
を
参
照
】
で

議
会
改
革
に
対
す
る
考
え
方
や

優
先
順
位
、
さ
ら
に
は
、
無
会

派
の
議
員
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
な

ど
の
集
計
の
結
果
、
議
会
の
あ

り
方
を
総
合
的
に
調
査
・
研
究

す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
議

会
改
革
の
進
め
方
を
協
議
し
ま

し
た
。

特別委員会

市民
くりはら 新清流 政策 

フォーラム
立憲・社民

フォーラム栗原 創成会 三浦
善浩

尾形
勝通 件数

議員定数 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6

議会基本 
条例の検証 〇 〇 〇 〇 4

議会選出監査
委員の選出方法 〇 〇 〇 3

会派の
あり方 〇 〇 2

議会改革に対する会派などの集計表（複数回答）

議会のあり方調査特別委員会

第１小委員会 第２小委員会

◎　濁　沼　一　孝
〇　石　川　正　運

◎　委員長
〇　副委員長

◎　阿　部　貞　光
〇　佐　藤　千　昭
　　鹿　野　芳　幸
　　佐々木　嘉　郎
　　三　塚　　　東
　　髙　橋　義　雄
　　小　野　久　一
　　佐　藤　　　悟
　　三　浦　善　浩
　　菅　原　勇　喜
　　濁　沼　一　孝

◎　佐　藤　久　義
〇　相　馬　勝　義
　　佐　藤　　　勇
　　菊　地　広　志
　　高　橋　勝　男
　　髙　橋　　　将
　　佐　藤　文　男
　　石　川　正　運
　　五十嵐　　　勇
　　菅　原　麻　紀
　　尾　形　勝　通

議員定数と
議会基本条例の調査・研究

議会のあり方調査特別委員会設置

特
別
委
員
会

設
置
の
動
き

特
別
委
員
会
の
動
き

市民の声を聞く「議会報告会」

動
き
出
し
た

　
　
　

特
別
委
員
会

■
第
１
回
（
３
月
11
日
）

　

正
・
副
委
員
長
を
互
選
。

　

委
員
長　
　

濁
沼
一
孝

　

副
委
員
長　

石
川
正
運

　

第
１
、
第
２
小
委
員
会
を
設

置
し
、
各
委
員
を
選
任
。

■
第
２
回
（
３
月
18
日
）

　

小
委
員
会
の
正
・
副
委
員
長

を
互
選
。

　

今
後
の
進
め
方
を
協
議
。

　

こ
の
特
別
委
員
会
は
、
地

方
自
治
法
第
１
０
９
条
お
よ

び
市
議
会
委
員
会
条
例
第
６

条
に
基
づ
き
設
置
し
ま
し
た
。


